
身体障がい者手帳（聴覚）の取得方法
～身体障がい者手帳（聴覚）をお持ちではない方～

□　身体障がい者手帳交付の相談
□　障がい者判定医の紹介
□　身体障がい者診断書の用紙をもらう
　　（羽島市役所福祉課にて診断書様式は配布とのこと）

手順１
申し込み

地域福祉課窓口

□　診察・検診
□　「手帳交付の意見書」を交付してもらう
　　※意見書の交付は指定の医師しか欠けません。手順 2

判定

障がい者判定医
□　必要書類の提出
　　必要なもの（羽島市の場合）
　　□「指定医師の診断書」（診断書様式は福祉課で配布）
　　□「写真 1枚」（たて 4㎝よこ 3㎝脱帽上半身）
　　□「印鑑」
　　□「マイナンバーが確認できる書類」（通知カードなど）
　　□「本人確認書類」（写真付き身分証明書など）

手順 3
交付の申請

地域福祉課窓口

手順４
手帳の交付

□　障がい者手帳が発行される

等級と自覚症状の目安
等級と自覚症状の目安


